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１ 経緯 

横浜市消費生活総合センターの指定候補者（指定管理者の候補者をいう。以下同じ。）

の選定にあたり、横浜市消費生活総合センター指定管理者選定評価委員会（以下「選

定評価委員会」という。）は、応募団体から提出された応募書類の審査及び面接審査

を行いました。 

このたび、審査が終了し、指定候補者を選定しましたので、ここに審査結果を報告

します。 

 

２ 横浜市消費生活総合センター指定管理者選定評価委員会 委員 

  委員長  角田 真理子  明治学院大学法学部准教授 

   委 員  岡田 伸浩   横浜商工会議所常議員・小売部会長  

       齋藤 昌照   税理士 

       多賀谷 登志子 第 10 次横浜市消費生活審議会委員 

       芳野 直子   弁護士 

        

３ 審査等の経過 

経 過 項 目 年 月 日 

第 1回 選定評価委員会 

(1) 委員長等の選任について 

(2) 応募要項等について 

(3) その他 

平成 27 年７月８日(水) 

応募のお知らせ及び応募要項の送付 平成 27 年７月 16 日(木) 

応募要項に関する質問受付 
平成 27 年７月 21 日(火)  

～平成 27 年 7 月 22 日(水)    

応募要項に関する質問回答 平成 27 年７月 27 日(月) 

応募書類の受付 平成 27 年８月 20 日(木) 

第 2 回 選定評価委員会 

(1) 会議の公開・非公開について 

(2) 審査方法等について 

(3) 面接審査 

(4) 総合審査 

(5) 審査報告について 

(6) その他 

平成 27 年９月 15 日(火) 

 

４ 応募団体 

  公益財団法人横浜市消費者協会 

  ※非公募による選定のため、応募団体は１団体のみ
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５ 審査にあたっての考え方 

選定評価委員会では、「横浜市消費生活総合センター指定管理者応募要項」（以下、

「応募要項」という。）においてあらかじめ定めた評価基準項目に従い、応募書類及

び面接審査（応募団体からのプレゼンテーション及び質疑）に基づき総合的に審査を

行いました。 

審査にあたっては、１００点を各評価基準項目に配分し、各委員が項目ごとに採点

をしております。 
 

  【審査における委員１人当たりの評価基準項目と配点】 

評 価 基 準 項 目 配  点 

１ 団体の状況 

 (1)  団体の理念、経営方針及び財務状況   

 (2)  センター運営にあたっての基本方針 

 (3)  第２期指定管理の実績 

２０点 

２ 職員配置・育成 

 (1)  職員の確保、配置及び育成 
１５点 

３ センター事業に関する提案 

 (1)  事業概要、取組内容 
５５点 

（
内 

訳
） 

・ 消費生活の啓発に関する業務 

・ その他の事業（消費者教育等）に関する業務 
 （１５点） 

・ 消費生活に関する相談及び苦情の処理等に関する業務 （２５点） 

・ 商品テストその他商品の実習に関する業務 

・ 消費生活に関する資料の展示等に関する業務 

・ 消費生活に関する情報の収集及び提供に関する業務 

（１０点） 

・ 消費生活に関連した自主事業に関する業務   （５点） 

４ 施設の管理・運営 

 (1)  施設及び設備の維持保全及び管理・運営への提案 

 (2)  業務に係る情報の保護・情報公開への取組 

 ５点 

５ 収支計画及び指定管理料 

 (1)  収支計画の適正性 

 (2)  運営費の効率性 

  ５点 

合         計 １００点 

 

 【審査における最低基準】 

  「出席委員全員の評点が 60 点以上」を最低基準とすることとしました。 
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【参考】応募要項(抜粋) 

 ５ 選定等に関する事項 

 （５）応募条件等について 

 ア 欠格事項 

   次に該当する場合は、応募することができません。 

（ア）法人税、法人市民税、消費税、地方消費税等の租税を滞納していること 

（イ）労働保険（雇用保険・労災保険）及び社会保険（健康保険・厚生年金保険）

への加入の必要があるにも関わらず、その手続きを行っていないもの。 

（ウ）会社更生法・民事再生法による更生・再生手続中であること 

（エ）指定管理者の責に帰すべき事由により、２年以内に指定の取消を受けたも

のであること 

（オ）地方自治法施行令第 167 条の４の規定により、本市における入札参加を制

限されていること 

（カ）選定評価委員が、応募しようとする団体の経営または運営に直接関与して

いること 

（キ）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団経営支配法

人等（横浜市暴力団排除条例（平成 23 年 12 月横浜市条例第 51 号）第２条

第５号に規定する暴力団経営支配法人等をいう。）であること 

   ※本項目については、提出いただく「役員等氏名一覧表（様式５）」によ

り、横浜市から神奈川県警本部に対し調査・照会を行います。 

（ク）２年以内に労働基準監督署から是正勧告を受けていること（仮に受けてい

る場合には、必要な措置の実施について労働基準監督署に報告済みでない

こと） 

６ 応募条件等について 

応募団体について、応募書類により、応募要項に定める欠格事項に該当しないこと

を確認しました。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 審査結果 

選定評価委員会において厳正な審査を行った結果、次の団体を指定候補者と決定し

ました。 

 

  

 

  

【評点】 

配点合計 評点 

(100 点×4人) 合計 Ａ委員 Ｂ委員 Ｃ委員 Ｄ委員 

400 点 312 点 78 点 85 点 79 点 70 点 

    【最低基準】 

   「出席委員全員の評点が 60 点以上」 

 

 

指定候補者 公益財団法人横浜市消費者協会 
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【評点内訳】 

評 価 基 準 項 目 配点
委 員 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

１ 団体の状況 20 16 18 16 14 

２ 職員配置・育成 15 13 12 13 10 

３ センター事業に関する提案 55 41 45 42 38 

（
内 

訳
） 

・消費生活の啓発に関する業務 

・その他の事業（消費者教育等）に関する業務 
 （15） (10) (12) (12) (11)

・消費生活に関する相談及び苦情の処理等に関す

 る業務 
 （25） (22) (22) (18) (17)

・商品テストその他商品の実習に関する業務 

・消費生活に関する資料の展示等に関する業務 

・消費生活に関する情報の収集及び提供に関す 

  る業務 

 （10） (5) (7) (8) (7)

・消費生活に関連した自主事業に関する業務   （5） (4) (4) (4) (3)

４ 施設の管理・運営 5 3 5 4 4 

５ 収支計画及び指定管理料 5 5 5 4 4 

合 計 100 78 85 79 70 

平 均 78 

 

８ 審査講評 

  指定候補者として選定した「公益財団法人横浜市消費者協会」は、これまで横浜市

消費生活総合センターの管理運営を安定的に行い、過去全国第２位の相談件数に対応 

してきた実績等から、指定管理者として指定を受けることに特に問題はないと認めら

れます。 

   提案内容においては、消費生活総合センターの中心的な業務である消費生活相談業

務を遂行するために必要な人材を配置する点や消費者被害の未然防止のための情報

発信の強化を図る取組等が評価されました。 

  一方、消費生活相談業務の消費者被害の未然防止のための情報発信の強化を図る取

組等に関しては、問題点の指摘や課題を各方面に投げかける等、今回の提案内容から

さらにもう一歩推し進めた積極的な事業展開が図られることが望まれます。 

  また、商品テスト・実習室や展示・情報資料室の有効活用をいかに図っていくかと 

いう点においても今後引き続き検討していく必要があります。 

  横浜市消費生活総合センターは、横浜市における消費者施策の中で今後も重要な役

割を担っていくことになります。 

  指定候補者には、現指定管理者としてこれまで培ってきたノウハウ等を活かしな 

がら、現状に留まらず、さらなる市民サービスの向上に繋がる施設運営に努められる 

ことを期待します。 


